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如
く

『

逾
行
通
信
錄』
所
贼
，
-

诋
京
市
場
硯
物
寶
贸
中
値
じ
據
る
0

火

正

ニ

年

一

月

の

相

場

『

銀
行
瓶
信
錄

』

大
正
ニ
¥

ー
月
號
所
聪
同

月
十
一
日
相
場
。

明
治
四
十一

年
一
月
の
相
#
:
同
|
|
明
治
姻
十一
年
一
月
號
所
載
同
.

.匁
四

n
0相
勘

.0

.

右
表
に
就
き
て
之
を
觀
る
に
、
明
治
四
十一

年」

月 

の
利
子
步
合
は
大
JE

七

年「

月
の
步
合
の
如
く
、
截
然
：
 

(

第
一

)

預
金
利
子
、

(

第
二

)

證
券
利
廻
、

(

第
三
}
貸
付 

利
子
.

の
三
種
に
’

區
別
す
る
.

こ
:̂

を
#'

る
も
、
大
正
二
年 

一
月
に
行
は
れ
た
る
此
三
種
の
利
子
間
に
於
け
る
墙
界 

線
は
多
少
明
確
を
缺
く
槭
な
き
に
非
ず
。
左
に
示
す
は 

以
上
|

ー‘一

期

に

於

け

る

各

種

利

子

の

最

高

並

最

低

步

合

の 

比

較

表

な

り^

す

。
大
JE

七
¥

1
一.
月
大
正
ニ
¥
一
刀
四
十 

一̂

一
力
.，
 

灯̂

ji.
x
低

〇

。ニ 
五

〇
.、三

七

〇
®
5.
:
i
H
 

?

 

I

最

高

〇
i

 

ニ

〇

。六

一

〇
o
3£
3£

m
券
利
m

I I

.

Q
•
四

 ̂

〇

i

〇
*
四
八

0
Mハ八

0
五
盅 

〇
*
六
六

第
十
二
卷
l
a
.

1

四
三

‘}雜

錄

露

融

通

の

性

質

と

利

子f
sの
贿
％

%

玉



m

十
二
餘

(

ニ
®

S
)

雜

錄

資

金

亂

繫

性

赞

と

泐

子

步

合

と

象

棒
 

第
八
雜

$ 

|
最
低
.

Q

•
六

四

c
>

八

七

〇
*八
八

i

?

.

1

最

高

7
0
九

O

九
〇

〇
*
九
ニ

右
表
に
示
す
が
如
く
、
大
正
七
年
一
.月
並
に
明
治
四 

十
一
年
ー
月
の
兩
期
に
於
け
る
彐
猶
の
貨
砠
⑽

に
存
す 

る
利
子
步
合
の
境
界
線
は
明
確
な
：る
も
、
大
I E
二

年

一

>,
 

月
に
.在
6

て
は
、
此
境
界
は
稍
々
混
亂
狀
態
を
呈
せ
h
 

| 

同

期

に

於

て

も

、
预

金

利

子

の

最

低

は

各

種

利

子

步

合\ 

中
の
最
低
率
に
し
て
ヽ
«

付

刺

子

の

最

高

は

同

時

に

縦

| 

て
の
步
合
中
の
最
高
率
な
る
.の
み
な
ら
す
、
貸

付

利

子

I 

の
最
低
率
た
る
八
分
七
厘
は
證
券
利
廻
の
最
低
率
た
る| 

六
分
八
見
に
比
し
て
ー
分
九
厘
の
上
勸
を
里
せ
る
も
、

.1 

預

金

利

子

の

最

低

率

は

六

分一

.
厘
な
る
に
、
證

券

利

廻

\ 

.の
最
低
率
は
僅
々
四
分
八
厘
に
：し
て
、
前

遨
R

對

し

て

' \ 

却
っ
て
，
一
分
三
厘
の
下
鞘
を
示
せ
り
。
：
而

か

も

此

1

例 

外
を
除
け
ば
、
前
表
に
揭
出
せ
る
三
期
の
利
子
步
合
の 

比
較
は
步
合
を
標
準
ビ
し
て
利
子
を
三
種
に
大
別
す
る 

を
妨
げ
ざ
る
が
如
し
。
勿

論

、
此

比

鞅

た

る

ゃ

苽

京

市
.

に
關
し

K

の
’

み
行
ひ
た
る
も
の
な
る
を
以
て
、
叙
上
の 

推

定

は

直'̂
>
'
.
に

之

を

他

市

又

は

他

國

の

狀

態

に

適

用

す
 

る
こ
ビ
能
は
ざ
る
も
、
以
上
の
統
計
は
©
借
が
概
し
て 

三
種
に
分
た
れ
、
從
つ
て
利
子
步
合
が
各
«

の
«
罾
間 

に
於
て
等
差
を
呈
す
る
V

の
な
る
こ
S

を
證
明
せ
!)
-
と 

云
ふ
こ
^

を
得
ん
か
。

然
ら
ば
何
故
に
預
金
の
利
子
步
合
が
最
も
低
く
、
_贷 

.
付

利

子

步

合

が

最

も

高

く

、

證

#

利
廻
が
其
中
位
を
占 

む
る
か
。
是
れ
菩
人
の
次
に
知
、b
ん
と
欲
す
る
所
な
'り 

ビ

す

。 

、

第

U

節

貸

付

歩

合

：

g

何
故
高
含
か

三
種
の
貸
借
間
に
於
て
利
子
步
合
の
高
低
を
生
中
る 

原
因
を
_
明
す
る
に
當
b

ズ
、
菩
人
は
先
づ
便
宜
：上
®
 

付
利
子
步
合
が
他
種
の
步
合
に
比
し
て
高
率
に
定
め
ら 

る
.
、

事

情

を

說

明

せ

ん
S

欲
す
。

凡
そ
資
金
の
用
途
が 

0

評
生
產
的
事
業
の
新
設
或
は
擴
張
R.
ff
i

る
な
る
か
將 

た
又
不
生
産
的
消
费
に
#

す
る
を
問
は
ず
、
總
て
の
資

金
需
用
«-

は
侧
人
ど
政
府
、
會

社

等

の

法

人

ど

の

ニ

種
.

產
の
悲
運
を
免
が
る
、
.

場
合
に
於
て
も
、
將
來
に
累
を

に
大
別
す
る
、と
を
妨
げ
ざ
る
が
、
所
1

付
資
金
の
融 

通
を
仰
ぐ
潘
は
此
内
個
人
^

短
期
^
は
少
額
の
融
通
資 

金
を
要
す
る
法
人
の
み
：な

6
と
す
。
蓋
し
法
人
に
し
て 

長
期
に
苴
ぅ
て
.

巨
額
の
資
金
を
®

す
る

V
J

き
は
、
政
府 

な
ら
ば
公
偾
を
»

集
1.
:

、

銀

行

會

社

.に

在

り

て

は

.社

債 

を
公
慕
す
る
か
或
は
增
資
の
方
法
を
採
石
可
け
れ
ば
な 

b

o

而
し
て
、
上
記
雨
種
.

の

貸

付

資

金

需

用

赉

は

.普

通

比 

較
的
高
率
の
利
子
を
提
供
し
得
る
が
若
し
く
は
提
供
せ 

ざ
る
を
得
ざ
る
地
位
.

に
立
て
6

。
先
づ
個
人
に
就
き
て 

之
を
觀
る
に
、
貨
付
資
金
：の
需
用
は
.普
通
滿
期
と
な
れ 

る
舊
偾
務
.

の
决
濟
か
、.
或
は
有
利
事
業
の
新
計
畫
又
は 

擴
張
か
"
或
は
運
轉
資
金
の
一
時
的
必
製
か
、或
は
®

ゆ 

る
が
如
&

消
費
欲
を
充
&
す
る
爲
め
に
生
す
る
も
の
な 

る
を
以
て
、
多
く
の
場
合
に
於
て
高
率
の
利
子
を
支
挪 

ふ
こ
と

を
躇
路
せ
ず
。
蓋
し
偾
務
の
決
濟
を
怠
ら
ば
、

.
 

僙
務
漭
に
對
す
る
世
問
の
信
用
地
に
墜
ち
て
、
縱
令
破

及
ぼ
す
乙
ヒ
尠
か
ら
ず
。
又
、.
有

利

の

事

業̂-
要

す

る 

資

金

に#

し

て

成

事

業

家

体

事

.寒

利

潤

率

を

超

過

せ

ざ 

る
限
り
ヽ
高
率
の
利
子
を
辭
せ
ざ
る
は
勿
論
な
ち
。
.如 

何

と

な

れ

ば

、

或

る

ー

新

事

業

：の

利

_

が

投

資

額

に

對 

し

て

少

く̂

も
年
ー
ー0
に
±

る

と

豫

想S

れ

た
?>
.
際

に 

於
て
、
企
業
家
が
心
«
資
殳
を
年
ー
割
五
分
以
下
に
て 

借
入
を
行
ふ
こ
と
能
は
ず
と
す
る
も
、
尙
ほ
此
高
率
の
.
 

利
子
を
拂
ひ
て
資
金
の
融
通
を
仰
ぐ
a

利
子
が
高
率
に 

過
ぐ
る
と
稱
し
て
全
然
借
入
を
中
止
す
る
に
勝
れ
る
を 

以
て
な
5

.

0

M

に

、

全

く

不

生

產

的

消

费

を

目

的

^

>

し 

て
貸
付
金
の
融
通
を
仰
ぐ
場
合
に
於
で
も
、
其
消
®
欲 

旺
®
な
れ
ば

、

利

率

：.の

高

き

こ

と

が

往

々

に

し

て

偾

務 

著

办

深

く

顧

，慮

す

る

1

R

非

る

は

吾

人

の®:
々

目

擊 

す
る
J3
)

r

な

b
v
j

す
。
換
言
す
れ
ば
、
上
記
孰
れ
の
場
合 

に
在
.

む
て
も
、
借
手
の
價
値
時
差
頗
る
高
く
、
從
つ
て 

清

；*:
,?)
芽

-
^
.
を

支

.制
ふ

.を

«
は
：さ
.る

2:
办

.
0

'

館
十
二
癌

(

ニ
四
$
'
-

雜
'
 

鋒
-

資
金
鼬
菰
の
铣
釵
^
利
子
涉
合
，と
砂
闕
係

0

A

0



部
十
二
雜

(

ニ
西
六)

雜

_

 

_

融
通
の
姓
，質
と
刺
乎
炎
合
と
0

_

像

バ

：

0
)

ー
飞

v

v

'»
f

ぐ
の
.

如
く
彻
大
：の
資
金
嚴
■

者
'

は
其
■
價 

r

き

力

故

に
.

K

率
の
^
子
を
提
供
す
る
と
を
辭
せ
ざ 

る
落
な
る
も
、
3

れ

ば

と

恙

し

資

金

の

供

給

當

し 

て
低
維
の
利
子
に
甘
ず
る
界
ぁ
ら
ば
、
'決
し
て
好
ん
で 

?•
*
=
_率
の
利
子
を
支
拂
ふ
乙
^
な
き
は
玆
に
喪
す
る
を
恶
へ 

せ
ず
。
假
6

に
、
或
る
個
人
の
*

金
游
川
者
が
年
一
割
の

| 

惯
俽
時
楚
を
布
せ
る
際
に
资
金
の
一
供
給
者
が
年
五
分\ 

の
矛
子
を
以
て
^

^

に
應
ず
る
^

せ
ば
ノ
貨
^

契
約

1!\ 

立
所
に
五
分
に
て
締
結
せ
ら
る
可
し
。
さ
れ

V
J
、

資

金

\ 

の
供
給
S

W

人
に
對
し
て
比
較
的
肇
の
利
子
を
要\ 

求
す
る
の
傾
向
あ
6

。
篕
し
利
子
は
資
金
の
貨
與
に
對\ 

す
る
使
用
料
以
外
に
、
贷
借
上
の
危
險
ょ
り
生
ず
る
損
.

I 

失
を
豫
范
的
fl
r

®

V

J

し
て
^

干
の
保
險
料
並
に
—

別
一 

に
手
數
料
を
微
收
す
る
場
合
を
除
，

3
X
——

貨
借
ば
；

<̂
^
 

fi

ふ
手
數
に
對
す
る
报
酬
を
合
む
も
の
な
る
が
、
銀
行 

■:
1
-
|
他
の
^

金
の
供
給
«

が
#1

人
に
對
し
て
、
貨
付
を
行 

ふ
に
當
纟
て
、
假
令
資
金
其
物
の
使
用
料
が
低
き
場
合

に
於
て
も
、
伽
人
に
對
す
る
贷
借
は
翁
少
き
を
常
と 

爲
す
が
故
に
、©

借
の
手
數
は
金
额
に
比
し
て
多
く
、

11 

つ
多
少
の
例
外
は
あ
れ
ど
も
、
個
人
は
法
人
に
比
し
て 

信
用
雜
&

が

放

に

、

比

較

的

^
^
率

の

保

險

料

を

耍

ず

る 

を
以
て
、
貸
付
者
は
個
人
ょ
6

高
&
利
子
を
徵
收
す
る 

R

s

f

。
勿
論
、
貨
付
者
が
高
雜
の
利
子
を
¥

れ
ば
5

、
掌

の

信

値
S

が
夫
れ
似
下
な
れ
ば
货
'

借
契
^

は
.成
立
せ
ざ
る
可
し
。
貨
借
の
行
は
る
.
、
次
昔
.
 

^

の
ik
r

a

£
差
力
貨
手
の
獎
求
す
る
利
子
步
合
ょ
A

も 

高
き
場
合
に
限
ら
る>

も
の
に
し
て
、
實
際
り
契
約
利 

子
の
步
合
は
此
兩
者
の
中
問
に
於
て
資
金
の
®
給
の
一 

致
す
る
點
に
定
ま
る
も
の
な
り
と
す
。

以
上
は
個
人
が
資
金
を
借
入
れ
る
際
に
於
て
利
窄
の 

定
ま
る
事
情
を
說
明
せ
る
も
の
な
る
が
、
次
に
政
资
又
.
 

は
銀
行
會
社
等
の
法
人
が
資
金
の
®
用
者
た
る

.場
合
.に 

,

就
&

て
.

之
を
«

る
^

、
假
令
資
金
®

用
の
原
因
が
何
た 

.

6

と
も
、
法
人
は
通
例
«

人
に
ft

し

て
'li
t

間
の
信
用
高

け
れ
ば
、
個
人
と
同
率
の
高
き
利
息
を
支
拂
ふ
を
耍
せ 

ざ
れ
ば
、
長
期
に
瓦
1

て
♦
額
の
資
金
を
必
要
と
せ
ば 

公
偾
又
は
祉
偾
公
縣
の
方
法
に
依
り
て
之
を
調
達
す
る 

を
常
と
す
。
さ
れ
ど
、
®
期
問
少
額
の
資
金
を
要
す
る 

際
に
此
方
法
に
依
る
は
»

つ
.
て

不

利

な

る

か

或

は

事

歲
 

に
し
て
公
敕
偾
慕
集
の
遑
な
き
と
き
は
、
短
期
借
入
を 

行
ふ
こ
ビ
ぁ
り
。
'此
際
に
は
縱
令
步
合
ビ
し
て
は
高
率 

に
上
る
も
、，
金
额
少
く
且
つ
期
間
短
き
結
果
と
し
て
、
 

實
際
に
支
挪
は
る
、
刹
子
は
金
額
と
し
て
は
僅
少
な
る 

が
故
に
、
■此
種
の
借
手
£
雖
も
往
々
t
t
較
的
高
率
の
利 

子
? :

支
#
ふ
を
辭
せ
ざ
，
る

こ
と
あ
り
。

al

に
法
人
に
對
す
る
資
金
の
供
給
遨
に
就
き
て
之
れ 

を
_

る
に
、
债
務
潘
は
®

間
の
信
用
厚
き
者
な
れ
ば
、

.
 

高
率
の
做
險
料
を
徵
收
す
る
の
必
栗
な
け
れ
ど
も
、
 

尙
ほ
贷
付
に
伴
ふ
手
«
は
金
额
が
少
き
爲
め

此
鞅
的
f

 

.

け
れ
ば
、
稍
.々

商
き
利
子
步
合
を
要
求
せ
ざ
る
を
得 

t
 

,

さ
れ
ば
、
孰
れ
の
場
合
に
在
6

て
も
、
貸
付
步
合
は 

價
値
時
差
の
^

較
：的
高
&

資
金
の
偷
用
#
ょ
り
要
求
せ 

^

る

、

も

の

な

る

を

.
以

-*
€
、.
自

、
ら

高

く
5£

め
-
ら

る

、

に 

至
る
な
6

。 

.

\

斯

く

の

如

ぐ

貨

付

步

合

は

高

率

に

定

め

ら

る

、
.の

傾 

一
向
を
有
す
る
も
の
な
る
も
、
貸
借
の
事
情
及
び
倐
件
に 

|

侬
り
て
、
其
.

の
率
の

j

欉
な
&

ざ

る

は

勿

論

な

り

.-
'
°
槪
 

\

し
て
擔
保
付
貸
借
の
利
子
は
無
擔
保
貸
借
の
刹
子
に
比 

\

し
て
其
_

低
し
。
是
れ
前
者
^

在
り
て
は
、
若
し
偾
務 

一
者
が
其
債
務
の
履
行
を
怠
b

た
.

り
と
す
る
も
、
偾
權
潘 

\

が
擔
保
物
件
を
處
分
し
て
损
失
の一

部
分
苦
し
く
は
殆
：
 

ん
ど
全
部
を
償
.

ふ
こ
と
^

得
る
爲
め
に
、
利
子
步
合
^

一
に
含
ま
る
、
豫
想
W

償
率
は
.
高
ぐ
定
め
ら
る
、
の
必
要 

な
け
れ
ば
次
り
。

_

,
:

文
、
銀
行V

®

人
？
の
問
に
於
け
る
貨
借
の
步
合
は 

通
常
個
人
と
個
人V

J

の
[!
[

]
に
て
取
引
せ
ら
る
、
利
午
の 

割
合
ょ

6
.も
低
し
。
3

下
朿
M

市
に
在
り
て
は
前
漭
が

第

蘇
'
 

.「

一

九
'
:

.

第
十
二
餘(

一

一
四
七)

雜

.錄
资
金
融
通
め
姓
焚
と
‘利
子
歩
合
も
の
蘭
係
.



f
 

猪

V
j

 

J

四
-

O

对

錄

^

金
融
碰(3
>
性
質
と
别
壬
步
合
と
の
输

^

榈

ね一
m

以
下
な
る
R

反
し
、
，後
潘
一
割
以
上
に
し
て 

*

往
々
二
割
、
三
割
を
超
ゆ
る
乙
^

あ
る
が
如
し
。
銀
行 

か
#

人
の
資
金
供
給
者
.に
比
し
て
低
利
を
以
て
貸
付
を
.
.
 

行
ふ
は
次
の
原
因
に
基
ぐ
も
の
な
る
可
し
。

、
(

一)

«
行
の
運
用
す
る
資
金
は
低
利
に
て
«

金

主

ょ
 

り
預
か
A

た
る
も
の
な
る
か
、
或
は
同
じ
く
«
利
に
て 

發
行
せ
し
債
券
の
賣
揚
な
れ
ば
、
個
人
の
金
融
業
者
の 

如
く
高
率
の
純
利
子
請
求
す
る
を
要
せ
ず
。

(

5

銀
行
は
競
爭
上
出
來
得
る
限
卜
貨
付
利
子
を
跋 

下
す
る
の
必
要
あ
ぅ
。

(

1

5

銀
行
の
運
用
す
る
資
金
は
主
と
し
て
預
金
又
は 

偾
券
の
寶
揚
R

し
て
㈱

ま
以
外
の
偾
權
者
の
所
有
に
係 

る
も
の
な
る
を
以
て
、
貸
付
を
行
ふ
に
當
b

て
高
利
を 

.

支
®

ふ
乙
と
を
僻
せ
ざ
る
も
信
用
の
.程
度
低
き
債
務
潜 

ょ
り
も
高
率
の
利
子
を
提
供
せ
ざ
る
も

此
較
的
に
安
全 

な
る
借
手
を
常
に
擇
ば
ざ
る
可
か
ら
す
。
.

(

四)

此
理
由
に
依
>

、
銀
行
の
營
業
R

對
す
る
政
^

:

婼

穴

轉

ハ

ソ
.

r

l

Q

',

の
盤
督
は
、
假
令
多
く
の
場
合
に
は
或
は
®

に
形
武
t
 

rc
_ 

*=3-,

ま
.る
の.あ
.
，.

Cv

と
す..る
も
、
>
く
も
^
1)
ヒ
.
.こ
；：め
ヽ
'
て

は

稍

々

厳

遺*
6

.
。

.(

五

)

以
上
の
原
因
の
爲
め
ヽ
銀
行
よ
6

資
金
の
供
給 

\

を
仰
ぎ
得
る
も
の
、
又
、
實
際
に
仰
ぎ
つ
、
あ
る
*
は 

.\

槪
ね
®

間
-

の
信
用
比
較
的
厚
き
、
相
當
の
支
拂
能
力
を 

z
備
へ
た
る
者
な
ぅ

.°
銀
行
以
外
の
金
融
業
若
又
は
他
の 

Z

ノ̂
よ
り

余̂
の

fi
t
給
を

ぐ̂
者
は
多
く
銀
行
よ
^
:

N

其 

|

供
給
を
受
ぐ
の
資
格
を
有
せ
ざ
る
を
常

V」

す
。

\

此
等
.

の
事
情
®
爲
め
ヽ
個
人
對
銀
行
の
贷
付
步
合
は 

一
個
人
對
個
人
の
貸
付
涉
合
よ
6

低
く
定
ま
る
も
の
な
.

る
.

が
、
鈒
行
の
貨
付
步
合
自
身
杧
於
て
も
贷
付
の
性
質
を
'
 

ノ
異
に
す
る
R

從
ひ
等
差
あ
り
。
例
へ
ば
、
前

表

(

第

|

 

節

)

に
示
し
た
る
が
如
く
、
大
疋
七
年
|
月
に
茁
り
て

k

月
W

褡
弓
^

メ
ハ
刀
四
屈
、
手
形
貸
付
は
六
分
六
®
、
 

當
座
預
金
®

越
は
七
分
、
霍
貸
付
は
七
分
王
屈
の
步 

合
を
維
持
せ
り
。，
斯

く
.0

如
ぐ
手
形
割
引
が
此
四
栩
のI-

ir-
-
r>
^

^

8

^

贷
付
中
最
低
率
に
て
行
は
る
、
は
、
龈
行
の
割
.引
す
る
_
 

手
形
は
短
期
な
る
が
故
化
此
較
的
务
く
の
手
數
を
耍
す 

る
も
、
M

常
確
實
な
る
#

社
、：
商
會
又
は
個
人
に
振
出 

0
P

れ
た
る
も
の
な
る
を
以
て
、
貸
#.

に
伴
ふ
嘴
險
>
な 

く
、
且
つ
.1

日一

割
引
せ
る
手
形
は
資
金
の
必
要
上
之
を 

称
告
弓
に
付
1

る
の
使
&

あ
.る
か
故
な
^

0

'

す̂
。

'

次
R

、
手
形
贷
付
の
步
合
が
手
形
割
引
に
比
し
て
稍 

々
高
さ
は
前
遨
に
在
&

て

ば

手

形

再

割

引

の

，
便

宜

あ

れ 

ど
も
、
後
者
に
於
て
ば
手
形
を
擔
保
に
预
か
り
た
る
も
.
 

の
な
れ
ば
、
其
手
龙
を
利
用
す
る
こ
と
能
は
ざ
る
を
以 

て
な
^

V。

更
杞
、‘
當
座
预
金
貸
越
の
步
合
が
手
形
貸
付
.
 

の
步
合
ょ

i
T
P

高

き

は

龈

：行

は

當

痤

預

金

の

貸

難

に

對 

し
て
擔
保
を
徵
す
る
の
常
な
れ
ど
、
.其
擔
保
物
は
普
通 

商
業
宇
形
の
.
.如
き
容
易
に
處
分
し
#

る
も
の
に
非
ざ
る 

の
み
な
ら
ず
、
此
制
度
は
不
徳
又
は
不
談
愼
な
る
预
金
-
 

主
に
依
り
て
濫
州
せ
ら
る
、 

の 
•處
れ
あ
る
を
以
て
、
 

圯 

椾
の
貸
付
は
手
形
貸
付
に
比
1

て
.

危
.

險
の
程
度
高
ぐ
、

且
.0:

預
金
貲
越
は
普
通
當
座
«

金
_の
引
出
ど
同
'じ
く
-小 

切
手
を
以
て
行
は
る

>も
の
な
る
が
故
に
ヽ

銀
行
に
取 

b

て
は
他
#

の
；貸
付
.
に
比
し
て
多
く
の
手
數
を
M

す
る 

が
爲
め
が
る
可
し
。
又
、
證
券
貸
付
即
ち
公
®

、
株
#
、社 

一
.債
券
等

の
有
惯
證
券
を
抵
當
ビ
す
る
貸
付
の
利
子
M

當 

座
貨
越
に
於
け
る
よ

办

も
稍
々
高
率
に
定
め
&
る
ゝ
は 

一

(
〕
)

抵
當
物
件
の
.

性
質
.

よ
0

之
れ
を
論
ず
れ
ば
、
前
者 

は
必
ず
し
も
後
者
よ
り
も
危
險
多
き
貸
付
に
は
非
3

る 

も
、
當
座
預
金
貸
越
が
普
曝
數
ヶ
日
又
は
數
迴
間
と
云 

\

ふ
が
如
き
短
期
開
行
は
る
：>

も
の
な
る
に
反
し
、
證
券
：
 

|

貸
付
は
夫
れ
よ
り
も
ノ
翁
期
に
百
ー
る
を
常
ど
な
す
を
以 

.

て
、
資
金
が
固
定
？
れ
且
，つ
危
臉〉

の
程
度
自
ら
高
：し
V
J
 

j

思

惟

：
せ

ら

る

、

故

^

る

可

し。
'

.

‘

此
以
外
に

'ヽ 

銀

行

の

行

ふ

不

動

産

貸

付

の

步

合

ば

‘上 

記
諸
#:

の
©

付
に
比
し
て
遙
か
R

高
率
な
る
を

常
ビ
せ
.
 

b

-

0

是
れ
一
は
此
秫
の
®

借
は
短
か
き
も

j

ヶ
年
、•
長 

&

は

數

ヶ

年

又

，は

十

數

ヶ

年

の

期

限

を

有

す

る

結

锻

と

鲂
'

八

棒
. '
:
 

ニ

ニ 

一
 

-

笫

士 
S

■ 

<
ニ

四九)

應

錄

資

金融
通
の
性
質
と
利
子
步
合
ミ
の
關
瞭



姑
十
5

 

(

ニ
玉
〇)

雑

绦
 

し
て
、
資
金
が
固
足
せ
ら
る
、
の
處
れ
あ
る
ビ
、
 

偾
務
が
完
全
に
.

履

行

せ

ら

れ

，ず

し

て

、

抵

當

物

件

を

處 

分
し
.

て
損
失
を
柳
塡
す
る
に
常
6

て
、
不
動
產
は
其
性 

質
上
手
形
又
は
他
の
有
惯
證
券
ょ
り
も
遙
か
に
處
分
し 

雛
き
も
の
な
る
に
由
り
、
偾
權
者
が
豫
じ
め
此
囉
の
貨 

付
に
對
し
て
高
率
の
保
險
料
を
要
求
す
る
に
基
く
も
の 

な
ら
と
す
。

(

註

)

註

n

丨
少
ロ
ー

ゾ
の=

歩
は
他
の
贷#

步
合
ょ
リ
6

多
少
馥
雜
な
る 

:

性
質
か
備
へ
た
る̂:

の
^ :

石
‘

以
て
、
別
に
後
段(

第
六
節)
に
於
て 

設
明
せ
ん
と
砍
す
。
：

個
人
間
の
贷
借
步
合
は
最
低
¥

,

ー

割

内

外

ょ

リ

十

敬

割

に

,|
:
る
こ
と 

も
れ
ど
、
之
に
關
す
票
：碗
な
る
統
計
か
入
手
す
る
、,

と
能
は
、ざ
リ 

し̂

以
て
、
夫
れ
に
闼
す
る
說
明
は
他
：：2|:
|

れ
り
。

第
彐
節
預
金
利
子
は
何
故
低
旮
か 

前
節
に
於
て
貸
付
利
子
|

の
高
率
に
'

定
め
ら
る
、
理
_

 

に
對
し
て
卿
か
說
明
を
試
み
た
る
が
、
凡
そ
高
低
の
問 

題
は
比
較
赃
念
ょ
6

發
生
す
る
も
の
な
る
を
以
て
貨
す 

利
：子
0

高
き
1|
.

由
も
预
金
利
子
の
低
_

に

定

，
ま

る

：
原

因

0

0

 

' ! 

ニ
ー！
> 

'

を
«

照
し
て
始
め
て
明
瞭
と
爲
.る
な
办
。
&

れm
r
r

人
が 

今
や
進
ん
で
«

金
刺
子
が
何
故
に
貸
付
刺
子
に
比
し
て 

.

低
_

を
_
持
す
る
も
の
な
る
か
を
卿
明
せ
ん
ビ
欲
す
る 

所
以
に
外
な
ら
ず
。

一

此

理
®

を
說
明
す
る
に
當
6

て
、
®

人
は
.先
づ
预
余 

主
が
何
故
に
低
：率
の
刺
子
に
滿
足
す
る
か
を
明
か
に
し 

然

る

後

預

金

を

受

く

る

者

，が
.高

率

の

利

子

を

支

拂

ふ

乙 

と
を
欲
せ
ざ
♦

る
理S

に
論
及
せ
ん
ビ
欲
す
。
諸
種
の
商 

業
銀
行
、
貯
蓄
銀
行
又
は
郵
便
貯
金
局
の
预
金
主
は
大 

>J
J

し
て
企
業
家
と
非
企
業
家
ビ
の
一
一
種
に
大
81
]

す
る
乙 

|

と
を
得
る
も
の
な
る
が
、
兩
者
北C

に
常
に
或
は
時
と
し 

|
:

て
多
少
の
遊
金
を
所
有
ず
る
者
な
6

ど
す
。
企
業
家
に 

j

在
ぅ
て
は
製
造
品
又
は
商
品
の
寶
揚
金
、
或
は
.運
貨
游 

し
く
过
諸
«
の
報
酬
收
入
は
阜
晚
原
料
又
は
機
械
の
代 

金
又
は
使
用
人
の
賃
金
、
祖
桃
等
.

の
支
»

に
充
て
ら
る 

可
き
も
の
な
る
も
、
其
支
拂
の
時
期
が
切
迫
せ
ざ
る
が 

.

f

 

f

c

s鲛
日
若
：し
C

は
鮮
週
間
に
百
ー6

て
諸
»

の
悅
：

M
金
m  
m  

— * 0

は I  霞

m
子

合 .
'と''' 
0 .

I

.
A

金
が
不
用
な
る
こv

j

あ
ぅ
o
,
斯
く
の
如
き
際
に
若
し 

銀
行
な
か
り
せ
ば
企
業
家
は
其
遊
金
を
金
庫
に
徙
ら
に 

蓄
藏
す
る
な
ら
ん
も
、
鈒
行
制
度
の
行
は
る
、
處
に
在 

々
て
は
之
を
銀
行
の
保
«

化
委
託
し
て
ノ
德
雛
紛
失
.等 

ょ
b

生
す
る
損
失
を
免
が
る
、
の
み
な
ら
ず
？
往
々
に
.| 

し
て
、、
僅
少
な
り
と
も
利
子
を
銀
行
ょ
り
受
く
る
こ

と

一
 

を
得
る
な
b

o
 

，
.
ぃ：
' ,
:
, 

\

又
、
不
動
産
の
質
®

料
、
：公
私
偾
株
券
の
次
入
、
或

I

 

は
俸
給
賃
銀
恩
給
等
に
依
り
て
衣
食
す
る
非
企
業
家
も

I 

生
許
费
が
收
入
ょ
6

-̂

少
额
な
る
が
爲
め
に
、：
月
々
多

\ 

少
の
剩
餘
金
を
有
す
る
乙
ビ
あ

り0
此
剩
餘
金
に
し
て\ 

.

味
ち
に
有
價
證
券
又
は
不
動
産
等
に
有
利
に
.

投

資

し

能\ 

ふ
金
额
R

達
せ
ざ
る
と
き
に
は
每
月
の
超
過
收
入
を
菩
一 

m

し
て
相
當
の
金
額
R

上
卩
た
る
^

き
始
め
て
之
を
放 

資
す
る
者
少
か
も
ず
。
,

即
ち
此
等
'0

投
資
漭
は
其
穑
菩 

邦

5
E

に
於
て
多
少
の
遊
金
を
所
有
せ
る
も
の
に
し
て
、
 

是
れ
又
企
.業
家
ビ
同
じ
く
商
業
鈒
行
に
常
座
预
金
と
し

て
か
或
は
，又
特
別
當
座
預
金
と
し
て
之
を
預
人
す
る
の 

常
な
6

IS
R-

、
所
謂
勞
働
者
等
の
如
く
少
額
：所
得
に
依 

ぅ

て

衣

食

せ

る

著

の

中

に

.は

剩

餘

所

得

を

ば

有

價

礙

券 

等
R-

放
寶
し
得
る
V」

と
を
知

ら
ざ
る
^

®

か
ら
す
。
又
、
 

知
れ
る
も
、
之
を
實
行
ず
る
こ
S

を
欲
甘
ざ
る
も
の
ぁ

り
。
此
等
は
槪
ね
永
久
的
に
貯
蓄
鈒
行
又
は
郵
便
貯
金
.
 

局
の
顧
客
た
る
に
滿
足
せ
.
K
y
o

 

斯

ぐ

の

如

ぐ

、

預

金

：，は

预

入

#

の

一

時
的
又
は
時

V
J

 

し
て
は
永
久
的
の
®
#
の
寄
託
に
依
り
て
矶
り
立
つ
も 

の
な
る
が
故
に
、
或

る一

定
額
を
銀
行
又
は
郵
便
局
に
.
 

預
入
せ
ん
と
せ
■る
ど
き
の
預
金
主
.

の
'

價
値
時
差
は
，頗
る 

低
く
し
て
、
往
々
零
點
に
近
き
こ
と
ぁ
る
の
み
な
ら
ず 

時
に
は
全
く
存
在
せ
ざ
る
こ
と
す
ら
ぁ
A

O

'
從
0

て
预 

金
主
は
其
窺
金
に
對
し
て
高
率
の
純
利
子
を
欲
せ
ざ
る 

は
勿
論
、
〃
時
と
し
て
は
何
等
の
利
子
を
耍
求
せ
ざ
る
の 

み
な
ら
す
、
龈
行
が
無
手
數
料
に

y

遊
金
を
保
赞
す
る 

こ
と
を
寧
ろ

| 

S

の
恩一

思
ビ
も
思
惟
す
る
*

な
き
に
_

.

笫
八
錄
:;
;

';
;
:

ゾ.1 
l

i

H

.

绾
十
，ニ
卷
.(

一

1
H
U 

...

雞

錄
.

資
金
傲
通
の
他
贺
と
利
子
步
众
と
の
咖
潘



贫

十

ニ

怨(

一

5
ニ〕

’
雑

錄

货

金

融

通

の

愧

質

と

利

子

涉

合

と

の

關

係

 

第

八

號

ニ

ー

リ

ざ
る
可
し
。

次
に
、
预
金
主
は
典
预
金
に
對
し
て
高
率
の
保
臉
料 

の
支
拂
を
期
待
せ
ざ
る
の
み
な
ら
ず
、
多
く
の
場
合
に 

は
殆
ん
ど
何
等
.0

保
險
料
を
；要
求
す
る

乙
ど
な
き
が
如 

し
。
蓋
し
、
人
！a
o

H己
の
遊
金
を
他
人
の
保
管
に
任
す| 

に
際
し
て
は
锻
も
確
實
安
全
な
り
と
信
ず
る
銀
行
を
擇
.
 

ぶ
可
き
に
曲
り
、
预
金
元
利
の
支
拂
に
就
&

て

殆

ん

ど

j

s f
s f
f I
H

:

p

2

 i

圾
合
に
は
逐一

借
手
の
財
產
、
收
入
、
信
用
、
業
務
等 

に
就
き
調
赍
を
遂
ぐ
る
以
外
に
、
抵
常
物
件
の
性
質
、

. 

惯
额
等
に
關
し
て
も
綿
密
な
る
設
議
を
遂
ぐ
る
等
褪

 々

頌
斑
な
る
手
紐
を
耍
す
る
結
染
と
し
て
、
各
貨
付
に
對

j

 

し
て
は
^

r
r

の
^

數
料
5:

ば
^

子
^
に
計
上
す
る
必
要
-
 

あ
れ
ど
も
、
遊
金
を
懷
け
る
教
が
始
め
て
之
を
或
る
龈 

行
に
預
入
す
る
に
常
り
て
は
郵
使
局
又
は
眾
に
»

»

な 

り
€

の
低
評
あ
る
，银
行
に
典
金
子
を
持
參
し
て
«
入
を

昨
^

!

の̂*̂

數
を
耍
す
る
_の

-̂
に

〃

し

て、
其

後

^
唯
之 

を

；
線

返

ず

に-1
1
:まる
に

過

ぎ

ざ

る

以̂

て

、
殆

ん

ど

何 

等
の
手
數
料
を
®

求
す
可
き
理
れ
な
き
な
り
。

斯

く

の

如

ぐ

、

预

金

，主

の

要

求

す

る

純

利

子

步

奋

0

 

る
低
く
、
保
險
料
及
び
手
數
料
に
至
5

.
て

は

預

金

主

の 

殆
ん
ど
問
題
ビ
せ
ざ
'5

所
な
b

と
す
。
從
つ
て
预
金
主 

の
備
ょ
ぅ
之
を
觀
れ
ば
、
預
金
の
利
子
は
低
率
に
定
め 

ら
る
可
き
性
質
を
有
せ
ら
。

然
り
ビ
雖
も
、
縱
令
预
金
著
が
低
率
の
利
子
，を
以
て 

滿
足
す
る
と
す
る
も
、
假
&
に
龈
行
又
は
郵
便
局
に
於
 

て
高
率
の
刹
子
を
支
挪
ふ
^

せ
ば
、
预
金
考
が
之
を
拒 

絕
す
る
が
如
き
Y」

'

ど
な
き
は
勿
論
な
る
を
以
て
、

®

^
 

刺
子
は
當
然
高
く
定
め
ら
る

A

に
至
る
可
し
。
而
か
も 

實
際
に
は
低
率
の
步
合
の
行
は
る

>は
何
故
な
る
か
。 

日
く
？
.

銀
行
等
が
.

高

率

の

：预

金

：利

子

|:

支
挪
.

ふ
こ
と
能
，
 

は
ざ
る
か
、.
或
は
欲
せ
.
.ざ
る
が
爲
.

め
な
6

。
.
苦

し

娘

し 

て

然

ら

ば'«
趣

由

は.
如

何
。

.

丨

I
、

预
金
刺
子
步
合
は
贷
付
步
合
に
依
6

て
制
限
さ 

る
。
日
本
銀
行
、
»

業
龈
行
、
正
金
銀
行
等
の
特
猶
銀 

行
は
姑
ら
く
措
き
、
普
通
商
業
銀
行
の
主
な
る
業
務
は 

ー
方
に
於
て
-&
1

金
制
度
に
依
6

て
資
金
を
吸
收
し
、
此 

資
金
を
他
方
に
贷
與
，ふ
る
に
在
り
て
、
其
利
益
の
大
部 

分
は
预
金
主
に
支
拂
ふ
利
子
ど
侦
務
漭
よ
り
受
取
る
利 

子
の
差
額
よ
b

成
る
を
常
と
す
る
も
の
な
る
を
以
て
预 

金
刺
子
は
當
然
貸
付
利
子
よ
り
も
低
率
に
定
め
ざ
る
を 

得
ず
。
而
か
も
銀
行
の
收
得
す
る
利
子
ビ
支
拂
利
子V

J

 

の
楚
额
は
全
部
银
行
の
利
«

ど
な
る
も
の
に

非
ず
し 

て
、
之
よ
り
觅
に
營
業
锻
並
に
秈
桃
等
が
控
除
せ
ら
る 

、
が
故
に
、
相
當
の
：配
當
を
珩
は
ん
と
せ
ば
、
勢
ひ
预 

金
利
率
ビ
貨
付
利
率
^

の
叫
に
少
か
ら
ざ
る
等
差
を
離
：
 

持
す
る
の
必
要
あ
b

o

,

，
ニ
、
斯
く
の
如
く
銀
行
は
預
金
利
子
を
®
付
利
子
よ 

ぅ
低
率
に
足
む
る
必
要
あ
る
も
の
な
る
が
、
貨
出
に
要 

す
る
資
金
を
吸
收
す
る
爲
め
に
は
競
举
上
预
金
^

^

を
：
.

ば

利

锨

の

採

算

上

損

失

を

招

が

^

る
範
圍
に
於
て
S

 

に
定
め
ざ
る
を
得
す
。
.'

而

か

も

、

谷

市

中

銀

行

は

.世

間 

■

の
信
用
を
維
持
す
る
必
要
上
他
行
に
比
し
て
著
し
き
高 

利
を
提
供
す
る
を
廳
踏
ず
る
の
常
な
ぅ
。
蓋
し
世
人
は 

一
高
率
の
預
金
刺
子
を
公
吿
す
る
銀
行
を
ば
猫
疑
の
眼
を 

,

以
て
觀
る
の
傾
向
あ
る
を
以

v

な
り
。

三
、
市
中
銀
行
の
预
金
步
合
は
ホ
*

鈒
行
の
割
引
步 

‘

合
に
依
り
て
制
限
さ
る
0

上
述
；の
如
く
、
市
中
商
業
銀 

\

行

の
預
金
步
合
は
貨
付
步
合
化
對
し
て
常
に
多
少
の
下 

\

鞘

を

維

持

す

る

も

の

な

る

，が

、

者

し

步

合

が

暴

櫞

せ

ば 

\

预
金
步
合
も
亦
之
に
.»
'

れ
：て
著
し
く
昂
騰
す
る
も
の
な 

|

る
か
。

' 

日
ぐ
、
然

ら

す

。
.
商

業

銀

行

が

資

金

め

缺

乏

を 

一
感
じ
な
ば
、
預
金
利
子
#
合
を
引
上
げ
て
、
之

、を
：吸收 

す
る

乙と
を
得
る
：も
の
：な
.る
が
、
此
引
上
の
程
度
は
中
.
 

央
銀
行
.の
割
引
又
は
货
忖
步
合
に
依
り
て
制
限
せ
ら
る 

、
の
傾
叫
を
布
せ
り
。
例
へ
ば
、
假
b

に
一
足
：

g

の
資
-
 

金
を
要
す
る
者
が 

一
割
四
五
分
に
上
る
高
利
を
提
供
せ
，



菊

a.

る
と
き
銀
行
に
於
て
資
金
の
餘
裕
な
け
れ
ば
、
年
一
郎 

'

の
^

子
を
以
て
M

^

を
吸
%

し
て
、
之
を
»

*

し
*

$

 

の

弟

鮮

を

收

め

得

可

し

^

す

る

も

、

游

し

此

際

中

处

银 

行

ょ

り

年

七

分

に

て

所

耍

資

金

を

借

入

る

、

乙

ど

を

得 

ば

銀

行

は

當
«;
®

金
利
子
を
引
上
け
て
.

迄
も
資
金
を
-

( 

吸
收
す
る
の
方
法
を
採

&
tし
.

て
、
^

央
龈
行
に
融
逊
.

'I 

を
仰
ぐ
可
し
。
從
つ
て
商
業
銀
行
の
支
挪
ふ
預
金
刺

子

\

 

は
中
火
銀
行
0-

公
定
割
?|

步
合
を
超
過
す
る
ご
乙
7̂

ん
：

| 

ど
な
し
。
左
に
擧
ぐ
る
は
明
治
一r

十
六
年
以
後
に
於
け
一 

る
日
本
餵
行
割
引
日
步
0

各
年
湯
ど
東
京
市
中
に
於
一 

て
行
は
れ
た
る
各
年
の
最
高
當
座
预
金

P步
並

に

同

じ

.

ぐ
最
高
の
定
期
預
金
利
子
の
對
照
表
な
办

ビ

す

。

定

W I' 

预
金
の
刺
子
は
年
利
に
て
計
馨
ら

.る
、
を

常
ど
す

'

ど
、兹
に
は
比

較

を

蟹

：す
る
爲
め
年
？

I

に

換

一
 

算
せ
办
。
 

' 

* 

:

f *
,

金
©

碰
0

性

毁
^

利
子
.
步
合
X

、/
の
關
係

ニ
十
七
¥

.

.ニ
十

A华 

ニ
•'
}■'九

屯 

H
十

年
 

三

十一

尔 

三

十

ニ

.平 

ニ
ニ
十
三
作 

三

十M

年 

三

十

五 ̂

三

十

六

年 

三

十

七

体 

三

十

八

年 

三

十

九

年 

四

十

半

同 同 同 同 同 iriim  m  m 同 同 同 同 同 同 同 同 丨 ;,]

ギ 

次 

明

治

.ニ
十

六

年

.
，
I s

p

 

I

 

靈

 

P

 
靈

. 一
•四
七

：
' 1*1 j 

.
ニ
九

四

十

ニ
 4- 

四

十

三

年 

四

十

四

年 

大

正

元

年
 

大

正

ニ

¥■ 

大

正

三

年
 

大

：
疋

四
 

'
年 

大

正

五

尔

• ¥

均

T八
七

三

T六
.一
八

7六
ニ
三 

備

考

 

•

本
表
は
大
践

#理
財
周
編
雜
大
疋
六
年
四
月
調『

金
融
啡
项
篸
考
带』

に
拟
る
。(

四
三

：/a
四
八
丨
五 
一

M)

右
表
に
示
す
が
如
く
、
明
治
ニ
十
六
年
ょ
り
大
正
五 

年
^

至
る
'

ニ

十

四

ヶ

年

間

；に

於

け

る

日

本

銀

行

割

引

：

1

1\ 

步
の
各
年
平
均
率
の
總
梁
均
は
：

一

錢
八
厘
七
毛

1
1
.

ー
絲
.な
一 

る
U

對
し
て
、
來
京
市
中
當
座
预
金

m
.

步
の
最
高
率
の\ 

同
期
問
に
於
け
る
；伞
均
は
一
餞
六
歴

一毛
八
絲
に
し
て\ 

ニ

厘

五

毛

五

絲

の

下

鞘

を

示

せ

，ぅ

。

叉

、

最

高

定

期

预

j 

金
刹
子
步
合
の
¥

海
も
ニ
餞
六
厘
ー

一
.

毛
三
絲
に
過
ぎ
ざ\ 

れ
.

ば
、
日
本
銀
行
の
割
引
：步
合
に
對
し
て
本
均
ニ
厘
五\ 

毛
の
開
き
を
維
持
せ
る
な
$

。
加
之
、
谷
年
度
の
步
合\ 

を
此
較
す
る
に
、
ニ
十
四
ヶ
年
中
に
於
て
當
座
预
金
利\ 

子
の
最
高
率
が
u

本
鈒
行
の
割
引
步
合
を
赵
過
せ
し
乙 

マC
.

は
.

僅
.

か
に
明
治
三
士
一
年
、
W

治
四
十
四
年
及
び
大 

正
元
年
•

の
三
囘
R

し
て
、
兩
潘
が
同
率
な
り
し
.

大 

IE

ニ
.

年

の一

同
、
他
の
年
度
に
於
て
’

は

東

京

市

.の

當

座

領
金
最
高

H
I

步
は
常
に
P

本
*

行
.

割
引
步
合
の
谷
年
^

 

均
の
下
位
を
保
て
b

o

殊
に
、.
玆
に
比
較
せ
る
は
W

M
 

割
引
步
合
の
各
'

年
平
均
と
當
座
预
金
の
最
高

H
I

步
に
外 

な
ら
ず
し
て
、
苦
し
之
に
反
し
て
、
常
座
预
金
利
子
の 

谷
年
平
均
を
以
て
H

飯
步

<
2

の
谷
年
平
均
ビ
對
照
せ
し 

め
、な

ば

、

前

潘

が

後

潘

に

對

し

て

觅

に

著

し

き

下

跗

を 

M

せ
る
を
明
か
に
す
る
を
得
る
こ
ビ
I:
忠
却
せ
ざ
る
可 

か
ら
ず
。
從
つ
て
上
記
の
例
外
即
ち
明
治
三
十
ニ
年
、
 

明
治
四
十
四
年
並
に
大
正
元
年
の
一
一
一
年
度

に
於
て
當
座 

ff

金
日
步
が
日
銀
割
引
步
合
に
超
.

過
せ
る
こ
^
も
單
に 

一
昉
的
现
象
に
外
な
ら
ざ
る
を
記
憶
す
る
を
耍
す
。
例 

へ
ば
"

大

疋

元

年

忙

は

过

龈

平

均

步

合

の

一

餞

六

厲

三 

毛
に
對
し
て
當
座
預
金
ほ
步
の
最
高
率
は
一
餞
八
厘
ド 

達
せ
る
も
、
そ
は
同
年
十一

月
に
於
て
の
み
行
は
れ
た 

る
步
合
に
し
で
、
同
¥

中
の
當
座
预
金
w

步
の
卒
均
は 

僅
か
に
八
厘
六
毛
^

過
ぎ
ざ
る
な
$

。
加
之
、

K
-
C
V

に

_

萍
_

の
»

月

拉

靡

樣

れ#

名
:«
:»

當

座

預

金

日

.淡0,
ー

餹

十

二

怨(

ニ

玉

五'

)

雜

，
錄

■
资
金
融
撖
の
昏
と
利
子
步
合
せ
の
關
係 

笫

八

淑

一

ニ
七



?

ご

怨

ニ

一

雜

0

資
金
：融
通
の
性
？

利
子
涉
言
の
翻
係 

第
ル腺

'
.

1

こ
八

s

i

t

、
S

S

2

利
3

U

S

S

 

i

f

 

t

も
Q

l

i

屢

せ

f

可

か

春

m

て
下
？

維
持
せ
る
を
知
る
。
如
何
I

れ

中

央

飯

行

の

制
q

步
合
が
低
位
に
足
め
ら
る
、
は(

一)

中
央
銀
行
が
财
界
0

指
導
者
ビ
し

て金
融
の
w

ti

を
^

■ 

b

t

f

の
銀
行

^
し
て
余
*刺
の
暴
騰
を
抑
制
す
可
き 

職
責
上
、
事
情
の
許
ず
範
園
內
に
於
て
出
來
得
る
.

限
：o

 

市
中
鈒
行
に
對
し
て
低
雪
る
步
合
を
以
て
m

引
を
一
X
 

ふ
も
'

の
な
る
ど

(

ニ

)

金
.

融
界
の
.

重
鎭
た
る
其
地
位
ょ
^

, 

し
て
絕
體
に
安
全
な
る
割
引
又
は
貸
#

の
請
求
の
み
に 

應
す
る
方
針
?:

採
れ
る
が
爲
め
に
、
収
引
先
ょ
9

高
卞 

の
保
險
料
を
徵
收
す
る
の
必
要
な
き
以
外
に
n

-3
r

p

h

^

v

 

.

象
行
は
資
金
を
創
造
し
得
る
地
位
に
立
て
る
を
以
て
ぶ 

i
 

.

抑
も
中
央
銀
行
の
紙
幣
發
行
は
正
貨
準
備
に
對
し
，
 

て
行
は
る
、
も
の
ど
所
謂
保
賺
準
備
に
對
し
て
行
は
る 

、
も
の

V」

一
一
種
に
分
類
，す
.

る
乙
、/J

?:

得
る
な
り
。

f

t

b

r
 

正
貨
を
引
換
-̂

備

と

し

て

紙

：幣

を

發

行

す

る

は

夫

れ

gf 

身

に

於

て

中^

銀

行

に

對

し

：で

殆
>

译

何

等

の‘
利
^

¥

 

齋
:'
^

.?
$

の
-̂

非
■

::
?

: _

«

::
^

發

»

せ

る

兌

換

棼
5:
.
環

：'

は
、'
同

年

十

1

月
の
最
高

s

步
ば
上
述
の
.

如

く
^

餞

八
' 

S
に
し
て
、
士
一
月
，の
，最
高
H

步
も
亦
一
餞
七
厘
に
土 

6

た
れ
ど
も
、

一
月
ょ
办
，十
月
に
至
る
十
ヶ
月
間
に
於
一 

け
る
各
月
の
最
高
率
は
僅
々
一
餞
五
逋
，な
り
し
が
故
に
一 

同
年
に
於
け
4

朿
京
市
當
座
预
金
.

各
月
最
高
率
の
坪
均
| 

| 

は

一

錢
五
M

四

毛一

絲
に
，過
ぎ
ざ
る
を
以
て
'

な
6

。 

| 

又
、
日
銀
步
合
ど
東
京
市
定
期
預
金
最
高
利
子
の
、
^

j 

較
に
就
き

V
I
K
f

闾
じ
ぐ
、
後

者

が

翦

に

超
®

せ
\ 

し

は

僅

か

.に

明

治

三

士

一

年

及

び

明

治

三

十

六

年

の

一

一

一 

囘
に
し
て
、
他
の
年
度
に
於
て
は
後
客
は
常
に
前
者
に\ 

對
し
て
常
に
苦
千
の
下
跗
を
維
持
せ
り

。

.
\ 

斯
く
の
如
く
、
市
中
銀
行
の
預
金
利
子
は
中
央
銀
行
‘ 

■

 

の
制
引
步
合
ょ
り
も
常
に
低
位
を
保
つ
の
傾
|1
1

]

を
^
す 

f

の
な
る

V

齊

人

は

闾

这

中

產

行

の

削

引

步 

合
力
：：̂
界
に
a.
f'

の
^

發
せ
し
場
合
を
除
き
、
常

に
.1
6

付
け
て
相
當
の
利
子
を
收
む
る
を
得
る
も
、
.

此
利
子
は
.
 

紙
#

を
態
々
發
行
せ
ず

W

、も

其
.0

引
換
準
備
ビ
し
て
死 

藏
せ
る
正
貨
其
物
を
貸
與
せ
ば
之
.
を

收
#:
す

る

を

得

る 

な
り
。"

尤
も
紙
幣
の
一
都
は
常
に
流
通
中
紛
失
、
燒
失 

又
流
失
S，
れ
つ
、
あ
る
を
以
て
、
中
央
銀
行
が
一
定
額 

の
紙
縣
を
發
行
す
る
每
に
、
其

の一

部
分
は
永
久
に
囘 

收

せ

ら

る

、

こ
^

な
き
も
の
と
看
做
し
得
る
が
故
に
、

'
 

發
券
銀
行
は
正
貨
：準
備
に
對
し
て
發
tf

す
る
紙
幣
に
就 

&
て
も
夫
れ
自
身
に
於
て
游
干
の
利
益
を
收
む
る
も
の 

な
ぅ

V
J

云
ひ
得
る
が
如
し
。
然

A
V
J

雛
も
此
利
益
は
紙 

幣
の
製
造
«
に
依
ぅ
て
相
殺
せ
ら
る
と
看
做
し
得
ざ
る 

に
非
ず
。

+

斯
く
の
如
く
、
.正
貨
準
備
に
對
す
る
紙
幣
の
發
行
は 

其
自
體
に
於
て
殆
ん
ど
何
等
の
利
澗
を
中
央
龈
行
に

0 

す
る
も
の
に
非
ざ
れ
ど
、
保
證
舉
備
R

對
す
る
紙
幣
の 

發
，行

は

莫

大

の

利

益

を

生

ず

る

こ

ビ

ぁ

6

。
藍
し
保
證
■, 

準
備
に
對
し
て
發
行
せ
ら
れ
た
る
^
^
は
ニ
重
の
收
ん

を
中
央
銀
行
に
與
ふ
な
な
b

、
如
何
S

な
れ
ば
、
中
央 

銀
行
は
一
方
に
於
て
發
行
せ
る
紙
幣
を
貨
付
け
て
利
子
，
 

を
受
く
る

V
J

同
©

に
、
他
方
に
於
て
保
證
準
修
^
レ
て 

用
a

た
る
公
債
證
書
、
株
#

、
社
債
券
、
商
業
手
形
等 

J
A
y
も
利
子
を
收
#

す
る
を
以
て
な
0

。

各

國

.の

十

央 

.

銀
行
は
此
保
證
發
行
の
特
權
に
對
し
て
政
府
よ
&
種
 々

の
負
擔
を
課
せ

ら

る

S
を
憤
例
ど
せ

-

CVO

而
か
も

V
槪 

し
て
此
負
擔
は
上
記
の
#

*

よ
り
生
ず
る
特
種
の
利
.

_ 

に
比
し
て
輕
微
な
り
。:;
例
へ
ば
、.
我

m

本
銀
行
は
.一
億 

1

一
千
萬
圓
を
限
度
と
す
る
：保
證
發
行
の
特
權
に
對
し
て 

(

.

一.)

.

ー1
千
ー
1

西

萬

圆

：を

無

：利

息

に

：て

、

政

府

に

貸

上

げ 

(

ニ)

實

際
0

發

行

額

よ

ヵ

此

ー

ユ

千

ー

一

H

萬

圓

の_

上

金

：
 

を

控

除

せ

る

囊
VC
對

し

て

一
，
ケ

年

千

分

の

十

ニ

半

の

發

方

稅.
を

納

め

、
.

(

三
.
}

橫

濱

茈

金

鍊

行

：に

年

利

ニ

：分

を 

以
て
爲
替
資
金
を
貸
:#
:

け
、

(

樹

無

手

數

料

に

で

國
Mi 

金
ー
を
取«:^
0:

養

務

：を

輿

べ
:̂
-'
-
:
0
:
s

^

ど

、

一*

.̂
t

 

ザ

：日

本

紙

行

は

：瓦

額

_

土

名
:*
_

守

の

政

府

猶

余
_

游
十
二
.卷

ハ

ニ

五

七
'-
雜

錄

.

f

融
通
の
性
質
為
子
步
合
と
の
闕
猫
.

第
八
啟
.

；

二
}九



敢

寸

ニ

怨

(
j

て
五
八)

雜

錄

資
金
融
尬Q

性
質
と
利
子
步
合W

の
跑
胳

第
八
號

す
る
を
以
て
、
此
等
の
負
®

は
：：：：

本

龈

行

の̂

痛

V
J

な 

る
も
の
に
非
ず
し
て
、.
結
局
同
雜
行
は
年

1

分
ニ
，煎
五
.
 

毛

の

發

行

稅

を

支

拂

は

^
九

千

八

西

脔

圆

の

兌

換

券

を 

ば
保
®

離
備
に
對
し
て
發
行
す
る
を
得
る
.

な
ぅ
。
換
言 

す
.

れ
ば
、
此
再
額
の
資
金
は
ロ
本
銀
行
に
取
り
て
は
年 

一
分1

1

厘
W

:

毛
の
失
费
に
て
自
由
に
利
用
し
得
る
も
の

• 

な

b

 

v
j

す
。
3

れ
，ば
、
假
ヶ
に
同
鈒
行
が
之
を
市
中
銀 

行
に
貸
付
く
る
に
當
b

て
羊
數
料
？
し
て
一
分
、

«

lt 

料
と
し
て
七
厘
五
.

毛
を
徵
收
す
る
以
外
に
、

r
分
の
利 

益
を
見
込
む
ビ
ず
る
も
、
年
四
分
に
て
貸
出
す
こ
^
を 

得
る
な
り
。
是
れ
中
央
龈
行
が
割
引
步
侖
を
低
利
に
維 

持

し

能

ふ

所

以

な

す

。

加
之
、
上
文
に
於
て
疋
貨
準
備
に
對
す
る
紙
幣
發
行 

は
夫
れ
自
身
に
於
て
何
等
の
利
益
を
發
券
龈
行
に
與
ふ 

i

の
に
#
ざ
る
所
以
を
說
述
し
た
る
が
、
我
y

本
.銀
行 

の
如
く
比
較
的
巨
額
の
政
府
预
金
を
有
す
る
發
券
鈒
行
： 

に
在
む
て
は
、
正
貨
を
5 1

換
準
備
と
せ
る
發
行
は
利
子

二 

n
o

步
合
の
低
下
に
對
し
て
密
梓
な
な
關
係
を
有
す
る
も
の 

な
る

V」

と
を
看
過
ず
可
か
ら
ず
と
例
へ
ば

ネ

年

七;;
]

十
 

七

日

の『

宫

報』

に

て

锻

表

せ

る

日

本

鈒

行

營

業

迦

報

.に 

據
れ
ば
、
本
年
七
月
，十
三
H

に
於
け
る
同
行
の
兌
換
券 

發
.

行
額
は
七
億
〇
六
西
0

九
鸹
圆
餘
に
上
5

し
が
、
同 

行
は
如
何
な
る
引
換
準
備
を
置
き
て
此
巨
額
の
銀

ff
券
 

を
發
行
せ
し
炉
。
口
本
銀
行
の
發
行
す 

し
て
4

常
に
同
額
の
正
貨
又
は
有
價
證
券
の
别
換
準
備 

せ
ざ
る
を
得
ず
。

' 

而
し
て
、
此
目
的
に
陇
州
す
る
正
貨 

又

は

有

價

證

•券

か

同

銀

行

の

所

有

物

た

ら

ざ

る

‘可

か

ち 

ざ

る

は

勿

論

な
0

。

然

る.
に
：同

行

の

拂

込

資

本

金

は

三 

千
七
]&

五
十
路
圆
R

し
て
、
積
立
金
及
び
«
他
株
主
に 

屬
す
る
勘
定
ば

I
I

!千
九
西
ご
一
十
七
窩
圓
餘
な
れ
ば
、
同 

行
の
&

己

資

本

は

合

計

七

千

，六

西

八

十

七

鸹

圆

に

M

ぎ 

ず
。

觅
に
之
に
他
の
銀
行
若
し
く
は
個
入
の
预

金

三

千
 

r I

百
八
十
六

：萬
圓
を
加
.
.
ふ

る

も

、
僅
か
に
.

1«

〇

九

西
 

七
十
_
三
菸
圓
に
上
る
の
.
.み
，な
.

0

0

、而
し
て
此
 

一
M

M

の
.

自
己
資
本
並
に
民
間
预
金
を
以
て
購
入
せ
し
正
货
又
は 

有
.偾
證
券
の
全
部
を
擧
げ
て
引
換
雄
備
と
し
て
利
用
す 

る
も
、
七
僦
圓
に
上
る
免
換
券
を
發
行
す
る
乙
ど
能
は 

ざ
る
ば
納
か
f

c

.

然
ら
ば
、
其
差
额
六
億
圆
に
對
す 

る
正
貨
又
は
.保
證
雜
備
.は
如
何
に
し
て
.調
へ
た
る
も
の
.
 

.
な
る
.̂:

。
•日
く
、
政
府
预
金
郞
ち
是
れ
な
ぅ
-

す
。：，上 

記
.田
銀
營
業
報
吿
に
表
示
せ
ふ
れ
た
る
政
府
に
對
す
る 

同
行
.
の
.貸
借
勘
定
を
拔
萃
せ
ば
左
の
如
し
。

政
府

1-
徵
ヤ
る
愦
務

政

府

顼

金

.
七
〇
七
、
塞
一
七
、
四
八
五
こ
一
四

.

三
ニ
、
玉
ニ5 £
"

八
三
3 ?
0 '
1

三
六 

九
、
七

六
7

五

五

〇
, 

f

a

九
、
八
七
三
、
〇

八7

八
〇
〇 

政

府
|:
對

す

る

愤

桃

政
府
法
逛
贷
金
 

'ニ 
ニ
ゝ
〇
〇
0、
.〇
〇
〇
©
〇
〇
〇 

政
府
假
納
金
 

九
八
！
：
、
八
八
七*〇
H〇 

合

針

 

ニ
ニ
、
九
八
四
、
八
八
七6
三
〇

，
.斯
く
の
如
く
、

本
銀
行
の
政
府
に
對
す
る
偾
務
は 

七
億
三
千
九
两
八
十
七
鸪
圆
に
し
て
、
僙
權
は
僅
か
に

1

_

.

一

豪

憲

寓

襲
.

各

裏
_

_

綴

馨

：.

.

阈
债
;c

利
支
拂
屉
金 

國
偾
慕
搌
上
納
朱
濟
高 

合 

計

千

七

百

萬

圓

は
W

銀

：に'
#

す
る
政
府
®

金

®

定

の

帳

風 

な 
>

ビ

す
.°

此
预
金
0

|

部
»

何
時
政
府
の
引
出
ず
所
：
 

と
な
る
や
も
知
れ
雛
き
も

のな
る
を
以
て
、
日
銀
が
其 

總
额
を
兗
換
發
行
の
目g

に
利
用
す
る
、と
を
得
ざ
る
は 

玆
に
_

々
す
る
を
要
せ
ず
。
さ
れ
ど
、
吾
入
が
上
5:
に
於 

.

て

試

み

た

る

計

算
.

に

據

れ.
ば

、

七

偉

千

七

西

萬

圓

に

上 

る
政
府
預
金
の
內
無
量
エ
ハ
«

|1

は
此
目
的
k

使
用
せ
ら 

れ
た
り
ミ
看
做
す
ふ
^

を
得
る
が
如
し
？
勿
論
、
此
方 

法
に
依
i

v

發

行

.せ

る

銀

行

鄭

の

全

部

が

利

付

貸

付

比 

利
用
せ
ら
る
に
#

ず
。

一
M

^

は

政

濟

の支
»

命
^

.に 

基
づ
く
拂
渡
に
用
a

ら
れ
ヽ
又
1

部
分
は
地
金
の
買
入 

に
使
用
.

さ
る
、
®

レ
。?

れ

^

、
縱

令

其

內

ー

少

部

分

な 

b

ど
も

民

間

に

：
對

ず

る

貸

出

：に

用

ひ

ら

る

yW

せ
：ば
、

W

銀
は
夫
れ
.

ょ

ク

生t

る
刹
子
の
大
部
分
を
純
利
と
し 

て
收
得
ず
み
^

得
る
も
の
な
^

 

€
す
。
如
何
^J

な
れ 

ば

、

其

兌

換

券

は

槪

ね

無

利

子

の

，政

府

®

金

を

以

.て
購
丨 

入
せ
る
地
金
を
引
換
準
備
と
せ
る
も
の
に
し
て
、

' 

且

C
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節
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二

泡(

一
j
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九
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资
命
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利
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^
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關
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號
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a

 

h

ハ
〇)

雜
'
 

錄

资

金

融

鐵

の

性

筑

と

利

子

渉

合

ど

の

關

係
.

笫

八

媿

i
H
二

f
 

i

保
證
發
行
な
ら
ざ
る
が
故
に
一
分】

r
7M

五

毛

の

發

行

稅

す 

を
軸
む
る
を
要
せ
ざ
れ
ば
な
b

。

是

れ

即

ち

：
：！
龈

が
a： 

剡
引
步
合
を
低
位
に
維
持
し
能
ふ
第
1

一
の
理
曲
な
6

ビ

^
9 

o

M

R

資
金
の
需
用
、
俄
然
激
增
し
て
金
融
の
逼
迫
を\ 

誘
致
せ
ん
か
、
市
場
に
於
け
.

る
割
引
步
合
及
び
貨
付
步\ 

合
は
.

奔
騰
す
る
こ
せ
あ
ち
。

—

是
れ
吾
人
が
.

往
.

々
月
末
並■ 

\ 

に
年
末
に
於
て
、
且
つ
企
霧
熱
又
は
投
機
熱
の
盛
ん
な

Z
 

る
と
き
に
於
て
目
擊
す
る
‘

の
現
象
な
り
ビ
す
。
而

し

て

( 

割
引
步
合
及
び
貨
付
步
合
の
騰
貴
が

1.

時
的
現
象
に
非
一 

t

し
て
、多
少
永
續
す
る
の
傾
向
を
示
さ
ん
か
、
預

金

利

ノ
 

子
も
亦
自
ら
夫
れ
に
連
れ
て
引
上
げ
ら
る
、
の
性
質
5:
一
 

有
せ
る
.

も
、
我
p

本
銀
行
の
如
く
刺
限
外
發
行
'

の

特

權

Z
 

を
與
へ
ら
れ
た
る
發
狳
银
行
は
此
制
麼
.を
刹
用
し
て
金 

融
界
の
窮
迫
を
緩
和
す
可
け
れ
ば
、
市
場
刺
引
及
貨 

付
步
合
奔
騰
の
氣
勢
挫
拆
冷
れ
、
.

且
つ
之
を
通
じ
て
頌
：
 

金
利
子
步
合
の
引
上
'

も

饥

,±
せ
ら
る
 

> 

こ

y
j
#

か
ら

以
上
說
述
せ
る
斟
情
に
邈
き
、
預
金
利
子
步
合
は
中 

央
银
行
の
割
引
步
合
に
依
り
て
制
限
せ
ら
る
、
も
の
な 

り
と
す
。

(

第
三
節
未
完

)

安川貞三

’

米
價
調
節
の
理
由
如
何
-
昨
年
以
來
我
國
民
の
常
食 

た
る
I

穀
代
價
の
：騰
貴
す
る
や
世
論
は
嚣
々
と
し
て
此 

が

調

節

の

急

務

を

說

き

"

政

府

亦

其

必

要

を

認

め

て
ぬ 

が
爲
め
に
谷
®

の
政
策
を
連
發
し
爾
來
全
く
此
が
爲
め 

に
忙
殺
せ
ら
れV

ゐ
：る
有
樣
で
あ
る
。
我
國
：に
於
.て
一 

時
米
價
調
節
の
必
要
の
存
し
た
こ
と
は
疑
な
い
所
で
あ 

る
け
れ
ど
も
»0

も
世
論
が
今
日
㈣

來
價
の
調
節
を
以
ズ 

名
所
な
が
^.
し
、
仲

小

路

太

铒

の

：
 

如

き

亦

大

童ビ
な
つ
て
此
.亿
沒
14

し
て
ゐ
る
じ
到
っ
て

1

は

®

人

此

に

對

し

多

少

の

.疑

な

き

能

は

ざ

る

も

の

で

P 

る
。今
同
米
價
問
題
を
諭
令
る
«:

は
0£

ち
に「

米
價
調
'1
|

の
必
喪
な
杏
に
就
て
は
今
2

!
:
何

人

も

異

論

の

な

：き

所

.

」 

と

な

し

以

V

調

節

の

必

耍

，を

自

明

0

前

擞

ビ

な

す

の

常 

.

で

あ

る

。

而

し

て

其

の

理

由

に

就

て

は
！！
：

等

示

ず

所

が

\ 

な
ぃ
。
斯
く
の
如
き
ば
是
れ
彼
等
於
米
憤
め
絕
對
數
の

Z
 

騰
貴
を
以
て
直
ち
に
生
活
難
.

の
原
因
な
-

^

ど
.

速
：斷
な
す-

一
 

に
*

く
も
の
で
あ
つ
て
^

し

て
JH

鵠
を
得
た
.
t

の

と

j 

云
ふ
こ
ミ
は
壯
來
な
ぃ
。
誠
に
吾
人
の
細
を
限
り
に
於\ 

て
：f

米
價
調
飾
の
根
據
を
統
訐
上
文
は
學
遡
的
菽
礎
'

| 

に
'

®

き
て
說
明
を
下
し
た
る
も
の
あ
夺
を
知
ぢ
な
い

。
-\ 

果
し
て
米
價
調
節
の
必
荽
は
’

し
か
く
ァ
ブ
リ
ォ
リ

f

一
 

の
と
し
：て
取
扱
.

つ
て
差
支
，へ
な
い
も
の
で
あ
ら
ぅ
か
吾
.
>
 

人
は
之
を
肯
定
す
る
に
茜
し
む
も
の
.

で
あ
る
。
是
吾
人 

ど
しV

.

本
文
を
草
.せ
し
む
る
に
到
つ
た
主
た
る
動
機
で 

あ
る
。
尤
も
此
點
に
就
て
は
菩
人
は
旣
.に
.本
誌
4

ハ
月
號
：
 

に
，於

て一

般
物
價
騰
貴
ビ
，注
活
灕
.と
の
關
係
を
論
中
る 

-
.'
竿

ご

餘

2
，一
 
六
，一

〉

離 

>
 

錄
、

經
濟
時
祺
評
論

に
際
し
.

て
今
B

大
多
數
の
.

人
士
に
ai
ff
i

fi

の
存
在
せ
ざ
.
 

る
理
凼
を
述
：べ
た
が
其
後
の
斟
實
は
幸
に
し
て
我
锻
の 

此
の
所
論
を
窺
書
し
つ〜

あ
：る
ネ
の
、
や
ぅ
で
あ
る
。 

然
る
に
世
論
は
今
：

H
.

尙
米
®

の

調

節

策

ヒ

宛

も

！
'
大

事 

0

如

く

絕

叫

し.、て̂

ま
^:
'

い.
の
^

あ
'

る
。
然
6

r

し
て 

旣
R

上
述
，'0
如
く
所
論
の
前
提
は
於
て
異
な
る
以
上
は 

今
日
一
の
米
偾
の
.

昴
騰
に
對
す
る
：對
|1

策

も

亦

自

.ら

異

な 

ら
％
る
を
得
な
：い
の
'

で
*
る 
>

 

而

，
し

て

是

等

'ニ

點

ぼ

正
 

に
.

佘
.

■

が
本
論
k

於
^
說
が
ん
ビ
す
る
主
旨
を
攻
ず
も 

の
で
あ
る
o

M

し
て
是
れ
實
f

c

此
の
論
じ
盡
く
 

3

れ
た 

る
の
佩
あ
る
古

き
問
題
を
新
だ
に
柿
へ

/2
所
以
：で

f
 

■

政
府
調
節
策
の
失
敗
昨
年
米
價
の
騰
貴
以
來
我
政
，
 

庥
の
試
み
た
る
此
が
調
節
策
は
可
成
の
多
數
に
上
ぼ

づ 

て

ゐ

る

，。

今

就

，み

に

其

主

な

る

A

の
を
摩
げ
ん
か
、
か 

の
有
名
な
る
暴
利
取
締
令
を
始
め
S

し
て
定
期
標
準
米 

の
.

格
下
げ
、
米
‘

穀
輸
出
の
禁
此
、'
宛
期
取
卧
に
於
け
る
，
 

當
中
限
取
引
の
停
止
、
f

k

®

,

賣
惜
を
'戒
吿
す
る
件
に

! 

第
八
號 
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